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埼玉県サービス付き高齢者向け住宅の登録等に係る事務取扱要領 

（目的） 

第１条 この要領は、埼玉県内における高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号。以下「法」という。）第３章の規定に基づくサービス付き高

齢者向け住宅の登録等に係る事務（さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光

市が行うものを除く。以下「本事務」という。）に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（事務の連携） 

第２条 本事務は、福祉部及び都市整備部が連携して取り扱うものとし、その事務分

担は別記１のとおりとする。 

 

（事前の審査） 

第３条 法第５条第１項の登録を受けようとする者は、法第６条第１項の申請書（以

下「申請書」という。）を知事に提出する前に、埼玉県サービス付き高齢者向け住

宅事業の登録に係る事前協議要綱に定める事前協議の審査（以下「事前協議」とい

う。）を受けるものとする。 

 

（登録の申請） 

第４条 申請書には、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する

法律施行規則（平成２３年厚生労働省令・国土交通省令第２号。以下「共同省令」

という。）第７条に定める書類のほか次に掲げる書類を添付するものとする。 

 一 入居契約のチェックリスト（様式第４号） 

 二 サービス付き高齢者向け住宅の共用部分（入居者が専有する居室等以外の部

分）のうち、専ら入居者が共同で利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に

供する部分（以下「共同利用部分」という。）の場所及び面積を記載した平面図

（ただし、共同省令第７条第３号の各階平面図に記載がある場合は添付を要しな

い。） 

 三 共同利用部分の面積を居室の面積に算入する場合は、共同利用部分面積計算表

（様式第１９号の１から様式第２０号の２） 

 四 高齢者生活支援サービスの提供に係る約款 

 五 重要事項説明書（様式第２１号） 

 六 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第６条第 

  １項又は第６条の２第１項の確認済証の写し 

 七 その他知事が必要と認める書類 
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２ 共同省令第７条第２号の書類は、様式第２号又は様式第３号によるものとする。 

３ 申請書及び添付書類の提出部数は、正本１部、副本２部とする。 

４ 申請書は、事前協議及び基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の確認済証の

交付を受けた後に提出するものとする。 

 

（登録の更新の申請） 

第４条の２ 法第５条第２項の更新の申請（以下「更新申請」という。）をしようと

する者は、前条第１項及び第２項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付する

ものとする。 

 一 更新申請チェックリスト（様式第１号の２） 

 二 基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の確認申請の添付図面（検査機関の

検印を受けたもの）の写し 

２ 前条第１項及び第２項、前項第２号並びに共同省令第７条第１号から第５号まで

に掲げる書類については、既に提出されている当該書類の内容に変更がないとき

は、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 

３ 更新申請に係る申請書及び添付書類の提出部数は、正本１部、副本２部とする。 

 

（基準の運用） 

第５条 共同省令第８条及び第９条の基準の運用については、別記２のとおりとする。 

 

（同居者の要件） 

第５条の２ 共同省令第３条第１項第２号の「入居者が病気にかかっていることその

他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が

認める者」については、次に掲げる者を含むものとする。 

 一 入居者の介護を行う親族 

 二 入居者の扶養する児童又は障害者 

 

（登録等の通知） 

第６条 法第７条第２項の登録簿は、様式第７号によるものとする。 

２ 法第７条第３項の規定による通知は、様式第８号によるものとする。 

３ 法第７条第４項の規定による通知は、様式第９号によるものとする。 

４ 法第７条第５項の規定による通知は、様式第１０号によるものとする。 

 

（登録の拒否の通知） 

第７条 法第８条第２項の規定による通知は、様式第１１号によるものとする。 
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（登録事項等の変更） 

第８条 法第９条第１項の規定による届出のうち、サービス付き高齢者向け住宅情報

提供システムにより変更できないものについては、様式第１２号によるものとする。 

２ 法第９条第４項の規定による通知は、様式第１３号によるものとする。 

 

（登録簿の閲覧） 

第９条 法第６条第１項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気

ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表

示されるときは、当該記録をもって第７条第２項のサービス付き高齢者向け住宅登

録簿に代えることができる。この場合における法第１０条の規定による閲覧は、当

該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像

面に表示する方法で行うものとする。 

 

（地位の承継） 

第１０条 法第１１条第３項の規定による届出は、様式第１４号によるものとする。 

 

（廃業等の届出） 

第１１条 法第１２条第１項の規定による届出は、様式第１５号の１によるものとす

る。 

２ 法第１２条第２項の規定による届出は、様式第１５号の２によるものとする。 

 

（登録の抹消） 

第１２条 法第１３条第１項第１号の申請は、様式第１６号の１によるものとする。 

２ 法第１３条第２項の規定による通知は、様式第１６号の２によるものとする。 

 

（入居開始の届出） 

第１３条 登録事業者は、法第６条第１項第１３号の居住の用に供する前のサービス

付き高齢者向け住宅について入居を開始したときは、入居開始から３０日以内に知

事に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による届出は、様式第１７号によるものとする。 

 

（立入り等） 

第１４条 法第２４条第１項の規定による立ち入り等については、別に定める。 

 

（登録の取消しの通知） 
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第１５条 法第２６条第３項の規定による通知は、様式第１８号によるものとする。 

 

 

    

   附 則 

 この要領は、平成２３年１０月２０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２８年９月１２日から施行する。 

 

   附 則 

 １ この要領は、平成３０年５月１日から施行する。 

 ２ この要領の施行前に登録されたサービス付き高齢者向け住宅（従前の登録から 

  変更なく更新する場合を含む。）における別記２の取扱いについては、なお従前 

  の例による。 

 

   附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和元年１２月１４日から施行する。 

  

   附 則 
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 １ この要領は、令和３年１月２８日から施行する。 

 ２ 改正前の埼玉県サービス付き高齢者向け住宅の登録等に係る事務取扱要領に 

  定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

   附 則 

 １ この要領は、令和４年９月１日から施行する。 

 ２ この要領の施行の日前にされた法第５条第１項の登録（同条第２項の登録の更 

  新登録を含む。以下この項において同じ。）の申請であって、この要領の施行の 

  際、登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分又は 

  登録の申請をしている者については、なお従前の例による。 

 ３ この要領の施行の際、現に提出されている登録申請書の様式は、なお従前の例 

  による。 


